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○納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則 

昭和四十九年三月五日 

宮城県規則第十一号 

改正 昭和五三年三月三一日規則第二四号 

昭和五四年一月九日規則第一号 

昭和五五年四月二五日規則第三二号 

昭和五五年一〇月二八日規則第五四号 

昭和五六年七月三〇日規則第四五号 

昭和五七年七月六日規則第四〇号 

昭和五七年七月三一日規則第四四号 

昭和五九年三月三一日規則第三一号 

昭和五九年六月一日規則第三九号 

昭和六〇年七月二三日規則第三三号 

昭和六一年六月二七日規則第三六号 

昭和六二年五月二九日規則第三三号 

昭和六三年一〇月二八日規則第六〇号 

平成元年三月二二日規則第一三号 

平成元年一〇月三一日規則第七〇号 

平成二年三月三一日規則第二二号 

平成三年三月二六日規則第一一号 

平成五年三月三一日規則第三一号 

平成七年三月三一日規則第二八号 

平成一〇年三月三一日規則第二四号 

平成一二年三月三一日規則第六一号 

平成一四年三月五日規則第八号 

平成一六年三月三一日規則第三七号 

平成一七年三月三一日規則第八七号 

平成二〇年三月二八日規則第三七号 

平成二一年三月三一日規則第三二号 

令和三年三月三一日規則第三九号 

〔納税貯蓄組合等に対する補助金等交付規則〕をここに公布する。 
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納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則 

（平一二規則六一・改称） 

納税貯蓄組合等に対する補助金交付規則（昭和三十六年宮城県規則第六十四号）の全部を

改正する。 

（目的） 

第一条 この規則は、納税貯蓄組合連合会等に対し毎年度補助金等を交付し、もつて県税の

容易かつ確実な納付又は納入に資することを目的とする。 

（昭五九規則三一・平一二規則六一・一部改正） 

（定義） 

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 当該年 当該年度の初日の属する年をいう。 

二 納期限 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。）、宮城

県県税条例（昭和二十五年宮城県条例第四十二号）及び産業廃棄物税条例（平成十六年

宮城県条例第十九号）の規定により県税を納付し、又は納入すべき期限（更正、決定又

は徴収猶予に係る期限を除く。）をいう。 

三 徴収猶予期限 法第百四十四条の二十九第一項又は産業廃棄物税条例第十二条第一

項の規定による徴収猶予の期限をいう。 

（昭五九規則三一・平一二規則六一・平一七規則八七・平二一規則三二・一部改正） 

（納税貯蓄組合連合会に対する補助金の交付） 

第三条 納税貯蓄組合法（昭和二十六年法律第百四十五号）第十条の二の規定による納税貯

蓄組合連合会（以下「貯蓄連合会」という。）で一の市、町又は村を単位として組織され

ているものに対し、当該貯蓄連合会が実施する納税思想の普及に関する事業について補助

金を交付する。 

２ 前項の規定により貯蓄連合会に対して交付する補助金の額は、次に掲げる金額のうちい

ずれか少ない金額とする。 

一 次に掲げる経費の合計額に二分の一を乗じて得た額に相当する金額 

イ 納税思想の普及に関する研修会等の開催に要する経費 

ロ 広報誌の発行その他広報に要する経費 

ハ 口座振替による納税の普及促進に要する経費 

ニ その他納税思想の普及に関する事業に要する経費で知事が必要と認めるもの 



3/13 

二 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に知事が別に定

めるところにより当該貯蓄連合会に係る事業の規模、県税を取り扱う納税貯蓄組合法第

二条第一項の規定による組合の数等を勘案して算出した額に相当する金額を加算した

金額（その金額が五十万円を超えるときは、五十万円とする。） 

区分 金額 

仙台市を単位とする貯蓄連合会 二十万円 

仙台市以外の市を単位とする貯蓄連合会 六万円 

町又は村を単位とする貯蓄連合会 五万円 

（平一二規則六一・全改、平一四規則八・一部改正） 

（特別徴収義務者に対する交付金の交付） 

第四条 ゴルフ場利用税、軽油引取税及び産業廃棄物税の特別徴収義務者に対し、次の表の

上欄に掲げる税及び税額の区分に応じ、それぞれ当該税額に同表の下欄に定める交付率を

乗じて得た額に相当する金額（その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。）の交付金を

交付する。 

区分 交付率 

ゴルフ場利用税 納期限までに申告し、かつ、納期限までに納入した税額 千分の一を超えな

い範囲内で知事が

定める率 

軽油引取税 納期限までに申告し、かつ、納期限までに納入した税額 千分の二十五を超

えない範囲内で知

事が定める率 

法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収の猶

予をされた場合で、徴収猶予期限までに納入した税額 

千分の二十五を超

えない範囲内で知

事が定める率 

産業廃棄物税 納期限までに申告し、かつ、納期限までに納入した税額 千分の二十五を超

えない範囲内で知

事が定める率 

産業廃棄物税条例第十二条第一項の規定により徴収の

猶予をされた場合で、徴収猶予期限までに納入した税額 

千分の二十五を超

えない範囲内で知

事が定める率 
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（昭五三規則二四・昭五四規則一・昭五五規則三二・昭五五規則五四・昭五六規則

四五・昭五七規則四〇・昭五九規則三九・昭六〇規則三三・昭六一規則三六・昭六

二規則三三・昭六三規則六〇・平元規則七〇・平二規則二二・平三規則一一・平七

規則二八・平一〇規則二四・一部改正、平一二規則六一・旧第七条繰上・一部改正、

平一四規則八・平一七規則八七・平二一規則三二・一部改正） 

（交付申請） 

第五条 第三条第一項の規定により補助金の交付を受けようとする貯蓄連合会は、次に掲げ

る事項を記載した補助金交付申請書（様式第一号）を当該年の六月三十日までに知事に提

出しなければならない。 

一 当該貯蓄連合会の名称、所在地及び代表者の氏名 

二 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎 

三 その他知事が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、事業計画書又はこれに代わる書類を添付しなければならない。 

（平一二規則六一・追加） 

（交付決定等） 

第六条 知事は、前条第一項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補

助金の交付を適当と認めたときは、直ちに補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 知事は、第四条第一項の規定により交付するゴルフ場利用税に係る交付金については、

当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの間に申告し、納入された税額に

対応する交付金について当該年の七月三十一日までに、同項の規定により交付する軽油引

取税に係る交付金については、当該年の前年の十月一日から当該年の三月三十一日までに

申告し、当該年の五月三十一日までに納入された税額に対応する交付金について当該年の

七月三十一日までに、当該年の四月一日から当該年の九月三十日までに申告し、当該年の

十一月三十日までに納入された税額に対応する交付金について当該年の翌年の一月三十

一日までに、同項の規定により交付する産業廃棄物税に係る交付金については、当該年の

前年の十一月一日から当該年の十月三十一日までに申告し、当該年の十二月三十一日まで

に納入された税額に対応する交付金について当該年の翌年の二月二十八日までに、それぞ

れ交付の決定をするものとする。 

３ 前項の場合において、法第二十条の五第二項の規定により期限の特例の適用を受けると

きは、当該適用を受けて期限とみなされた日を前項に規定する期間の末日とみなして、同

項の規定を適用する。 
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４ 第一項及び第二項の交付の決定には、必要な条件を付することがある。 

（昭五九規則三一・平元規則七〇・平三規則一一・平五規則三一・平一〇規則二四・

一部改正、平一二規則六一・旧第九条繰上・一部改正、平一七規則八七・一部改正） 

（交付決定の通知） 

第七条 知事は、前条第一項又は第二項の規定により補助金又は交付金（以下「補助金等」

という。）の交付の決定をしたときは、速やかに通知するものとする。 

（昭五九規則三一・一部改正、平一二規則六一・旧第十条繰上） 

（実績報告） 

第八条 第六条第一項の規定により補助金の交付の決定を受けた貯蓄連合会は、当該年度の

事業終了後三十日以内に、事業実績を事業実績報告書（様式第二号）により知事に報告し

なければならない。 

（平一二規則六一・追加） 

（補助金の額の確定等） 

第九条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、事業実績報告書の内容を

審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該貯蓄連合会に通知するも

のとする。 

（平五規則三一・追加、平一二規則六一・旧第十二条繰上・一部改正） 

（決定の取消し等） 

第十条 知事は、補助金等の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金等の交付の決定を取り消すことができる。 

一 第五条第一項の補助金交付申請書に虚偽の記載をすること、その他不正の手段によつ

て補助金等の交付を受けたとき。 

二 補助金等の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

三 県税に係る過誤納金の還付を受けたため、補助金等の交付基準となつた税額等が減少

したとき。 

２ 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されて

いるときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 

（昭五九規則三一・一部改正、平五規則三一・旧第十一条繰下・一部改正、平一二

規則六一・旧第十三条繰上・一部改正） 

（帳簿等の検査） 
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第十一条 知事は、必要と認めたときは、補助金等の交付を受けた者の書類又は帳簿（これ

らの作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成又は保存がされている場合における当該電

磁的記録を含む。）の検査を行うことがある。 

（平五規則三一・旧第十二条繰下・一部改正、平一二規則六一・旧第十四条繰上、

平二〇規則三七・一部改正） 

（書類の経由） 

第十二条 第五条第一項及び第八条の規定により知事に提出する書類は、貯蓄連合会の事務

所所在地を管轄する県税事務所長を経由しなければならない。 

（平一六規則三七・追加） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定及び第七条の規定中軽油引

取税に係る交付金に関する部分は、昭和四十八年四月一日から適用する。 

（経過措置） 

２ 第五条の連合会に対する補助金交付の規定は昭和四十八年度交付分から、第七条の軽油

引取税に係る交付金の規定は昭和四十八年度分の取扱いに対する交付金から、第四条及び

第六条の規定並びに第七条の料理飲食等消費税に係る交付金の規定は昭和四十九年度交

付分から適用する。 

（昭六三規則六〇・一部改正） 

３ 改正後の納税貯蓄組合等に対する補助金等交付規則（昭和四十九年宮城県規則第十一

号）第七条第一項の規定による軽油引取税に係る交付金の交付をしようとする場合の交付

時期は、同規則第九条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年度分に限り、この規則の

公布の日から起算して三十日以内とする。 

（昭六三規則六〇・一部改正） 
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附 則（昭和五三年規則第二四号） 

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五四年規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五五年規則第三二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五五年規則第五四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五六年規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五七年規則第四〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五七年規則第四四号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。 

附 則（昭和五九年規則第三一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の納税貯蓄組合等に対する補助金等交付規則（以下「旧規則」と

いう。）中設立助成金に関する規定は、昭和五十八年十月一日から昭和五十九年三月三十

一日までの間に設立された旧規則第三条第一項に規定する納税貯蓄組合については、なお

その効力を有する。 

附 則（昭和五九年規則第三九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六〇年規則第三三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第三六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六二年規則第三三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和六三年規則第六〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年規則第一三号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年規則第七〇号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の納税貯蓄組合等に対する補助金等交付規則（以下「新規則」という。）第四条

第一項、第七条第一項、第九条第二項及び様式第一号（その二）の規定の適用については、

平成二年度に交付する事務費補助金及び交付金に限り、新規則第四条第一項、第七条第一

項及び第九条第二項中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税又は特別地方消

費税」と、新規則様式第一号（その二）中「特別地方消費税額」とあるのは「料理飲食等

消費税額又は特別地方消費税額」と、「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税

又は特別地方消費税」とする。 

附 則（平成二年規則第二二号） 

この規則は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成三年規則第一一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第七条第一項の規定は、平成三年四月一日から同年九月三十日までに申告し、

同年十一月三十日までに納入された税額に対応する交付金から適用し、平成二年十月一日

から平成三年三月三十一日までに申告し、同年五月三十一日までに納入された税額に対応

する交付金については、なお従前の例による。 

附 則（平成五年規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年規則第二八号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第七条第一項の規定は、平成六年十月一日か

ら平成七年三月三十一日までに申告し、同年五月三十一日までに納入される税額に対応する
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交付金から適用する。 

附 則（平成一〇年規則第二四号） 

この規則は、平成十年四月一日から施行し、改正後の第七条第一項の規定（ゴルフ場利用

税に係る部分に限る。）は、平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までに申告し、納

入された税額に対応する交付金から適用する。 

附 則（平成一二年規則第六一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前における料理店、貸席、キャバレー、カフェー、バー、喫茶店、

旅館、飲食店、仕出屋その他これらに類する場所（以下「料理店等」という。）における

遊興、飲食及び宿泊並びにこれらの場所における休憩その他これに類する利用行為（以下

「その他の利用行為」という。）に対して課される特別地方消費税に係る改正前の納税貯

蓄組合等に対する補助金等交付規則（以下「旧規則」という。）第四条第一項の規定によ

る事務費補助金（以下「補助金」という。）の交付及び旧規則第七条第一項の規定による

交付金（以下「交付金」という。）の交付については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成十二年三月一日から同年三月三十一日までの間における

料理店等における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課される特別地方

消費税に係る補助金の交付に係る旧規則第四条第一項及び第八条第一項の規定の適用に

ついては、旧規則第四条第一項中「当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日ま

で」とあるのは「平成十二年四月一日から同年四月三十日まで」と、旧規則第八条第一項

中「当該年の六月三十日」とあるのは「平成十二年七月三十一日」とする。 

４ 第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月一日から同年三月三十一日までの間におけ

る料理店等における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課される特別地

方消費税に係る交付金の交付について旧規則第九条第二項の規定（特別地方消費税に係る

部分に限る。）により交付を決定する場合における同項の適用については、同項中「当該

年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日か

ら同年四月三十日まで」と、「当該年の六月三十日」とあるのは「平成十二年七月三十一

日」と、「当該年の七月三十一日」とあるのは「平成十二年八月三十一日」とする。 

附 則（平成一四年規則第八号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 
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附 則（平成一六年規則第三七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

（諸様式に関する経過措置） 

２ 改正前の納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則の規定による諸様式で取扱

い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の納税貯蓄組合連合会等に対す

る補助金等交付規則の規定によるものとみなす。 

附 則（平成一七年規則第八七号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第三七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第三二号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第三九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則の規定による諸様式で取扱

い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の納税貯蓄組合連合会等に対す

る補助金等交付規則の規定によるものとみなす。 
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様式第１号（第５条関係） 

（平12規則61・全改，平16規則37・令３規則39・一部改正） 

様式第２号（第８条関係） 

（平12規則61・全改、平14規則８・平16規則37・令３規則39・一部改正） 

 


